
将
門
記
承
徳
点
本
の
仮
名
道
を
め
ぐ
っ
て

一
、
は
し
が
き

名
古
屋
市
頁
福
寺
宝
生
院
に
蔵
せ
ら
れ
る
将
門
記
承
徒
三
年
書
写
本
に
つ
い

（

1

）

　

　

　

　

（

0

こ

て
は
、
既
に
岡
田
希
雄
氏
・
平
井
秀
文
民
に
よ
っ
て
、
国
語
学
的
に
勝
れ
た
考

察
が
な
さ
れ
て
お
り
、
爾
後
も
諸
氏
に
よ
っ
て
、
こ
の
本
の
中
世
語
の
語
例
な
．

ど
が
指
摘
さ
れ
て
来
た
。
筆
者
も
、
こ
れ
ら
の
先
学
の
業
紙
に
導
か
れ
て
、
又

戦
後
公
刊
さ
れ
た
楊
守
敬
旧
蔵
本
将
門
記
覆
製
本
と
比
較
し
っ
つ
、
こ
の
度
や

や
詳
し
く
読
解
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
そ
の
結
果
、
先
学
の
言
及
さ
れ
な
か

っ
た
事
象
に
も
気
づ
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
小
稿
は
、
そ
の
中
で
、
仮
名
遺
の
一

事
実
を
取
上
げ
て
先
ず
報
告
し
、
次
い
で
こ
の
事
象
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
を
使

用
し
た
人
物
の
素
姓
を
知
る
べ
く
、
外
面
的
な
方
法
と
し
て
記
録
資
料
に
関
係

記
事
を
求
め
、
内
面
的
な
言
語
そ
の
も
の
の
分
析
と
し
て
は
訓
読
語
の
系
統
と

い
う
観
点
か
ら
検
討
を
試
み
、
最
後
に
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
解
釈
の
卑
見
を

述
べ
た
も
の
で
、
立
に
敢
え
て
公
に
し
、
大
方
の
教
示
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。

将
門
記
承
徳
三
年
書
写
本
の
巻
末
識
語
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

（
本
文
と
同
筆
）

承
徳
三
年
（
一
〇
九
九
）
正
月
廿
九
日
於
大
智
房
酉
時
評
苗
了
（
以
上
一

行
）

林
　
　
芳
　
　
現

（
一
行
空
白
、
別
肇
薄
墨
）

同
年
二
月
十
日
未
時
読
了

別
筆
の
筆
致
は
特
に
、
稚
い
筆
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
書
写

と
読
了
と
の
年
月
日
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本
文
に
は
全
巻
に
わ
た
っ
て
墨
仮

名
・
句
点
返
点
を
施
し
部
分
的
に
漢
字
に
声
点
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
墨
仮
名

に
は
、
山
田
孝
雄
博
士
の
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
「
後
に
加
へ
た
り
と
思
は
る

（3）
る
」
別
筆
（
薄
墨
色
、
細
め
の
字
体
）
仮
名
が
全
巻
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は

第
一
次
仮
名
が
多
く
は
て
に
を
は
を
主
と
す
る
加
点
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ

れ
を
捕
っ
て
和
訓
や
字
音
な
ど
を
書
加
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
第
一
次
仮
名
に

対
し
て
別
筆
仮
名
は
、
付
置
が
離
れ
て
い
た
り
、
杭
側
で
あ
っ
た
り
し
て
、
後

か
ら
の
書
入
れ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
仮
名
字
体
は
、
院
政

初
期
の
様
相
を
示
し
て
お
り
、
第
一
次
仮
名
と
大
同
で
あ
る
か
ら
、
殆
ど
同
時

期
の
も
の
と
見
ら
れ
る
。

二
、
ヲ
と
オ
と
の
仮
名
迫
に
つ
い
て

将
門
記
承
徳
本
の
別
筆
仮
名
に
は
、
「
ヲ
」
と
「
オ
」
と
が
共
に
用
い
ら
れ

て
い
る
。
第
二
忠
節
に
、
「
ヲ
」
を
用
い
る
語
は
五
語
七
例
、
「
オ
」
を
用
い

る
語
は
円
語
四
個
あ
る
。
次
指
の
如
く
で
あ
る
。
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〇
第
一
音
節
に
「
ヲ
」
を
用
い
る
語
例
（
△
印
は
歴
史
的
仮
名
迫
に
不
一

致
。
以
下
同
じ
）
　
（
各
例
の
下
の
数
字
は
覆
製
本
の
丁
数
と
表
裏
の
別
と
行

数
と
を
示
す
）

「
タ
ブ
」
亡
セ
ム

△
製
　
攻

「
’
ゾ
」
と
　
’

合ラ晶子昌
ン
L
V
（
シ
ナ
）
ス
ル

来
ル

到

（
六
オ
8
）
　
（
「
ヲ
ソ
」
は
別
筆
仮
名
）

（
十
三
オ
3
）
　
（
「
ヲ
ソ
」
は
別
事
仮
名
）

（
二
十
三
オ
9
）
　
（
「
ヲ
ソ
」
は
別
筆
仮
名
と
見
ら
れ
る
）

撃
入
部
一
（
十
二
ウ
9
）
　
（
「
ヲ
シ
」
は
別
筆
仮
名
）

キ
「
チ
チ
」
す

△
驚
怖
（
四
ウ
7
）
　
（
「
ヲ
チ
」
は
別
肇
仮
名
）

「
チ
チ
」
ノ

彼
方
岸
（
七
オ
5
）
　
（
「
ヲ
チ
」
は
別
筆
仮
名
）

ノ
　
ノ
キ
ミ
「
チ
キ
」
サ
　
　
ル
　
り
　
ノ
　
り

△
其
度
軍
　
行
　
　
餌
有
二
秋
遺
】
　
（
八
オ
7
）
（
「
ヲ
キ
」
は
別
筆
。

虫
損
の
た
め
に
字
画
の
一
部
が
欠
け
て
い
る
が
か
く
読
ま
れ
る
）

〇
第
二
足
即
に
「
オ
」
を
用
い
る
語
例

「
オ
サ
ム
ル
ー
一
バ
ラ

△
修
　
　
徳
（
十
ウ
2
）
　
（
「
オ
サ
ム
ル
ニ
ハ
」
は
別
筆
仮
名
）

競
聖
　
（
±
オ
9
）
　
（
「
オ
サ
」
は
別
筆
仮
多

ノ
「
オ
ー
キ
ミ
」

輿
世
　
王
（
十
二
ウ
2
）
　
（
「
オ
ゝ
キ
ミ
」
は
別
筆
仮
名
）

大
分
　
　
　
（
二
十
四
オ
2
）
　
（
「
オ
ポ
ム
ネ
」
は
別
筆
仮
名
）

「
す
ホ
ム
ネ
」

「
ヲ
」
　
「
オ
」
共
に
歴
史
的
仮
名
迫
に
一
致
し
な
い
語
例
が
過
半
数
で
あ
る
。

し
か
も
「
ヲ
ソ
ヒ
」
の
如
く
、
同
一
語
が
三
例
共
に
「
ヲ
」
を
用
い
て
い
る
の

も
注
意
さ
れ
る
。
そ
こ
で
両
仮
名
の
使
用
に
何
か
規
箱
が
あ
っ
た
か
否
か
を
知

る
た
め
に
、
各
語
の
声
調
に
つ
い
て
調
べ
る
と
次
の
如
く
な
る
。

ヲ
ソ
フ
ー
襲
（
址
詰
）
（
図
書
寮
本
類
緊
羞
抄
）

（
胡
智
院
本
も
同
じ
）

ヲ
ス
1
排
湯
（
詣
）
（
図
書
寮
本
類
裏
名
義
抄
）

推
（
詣
）
（
勧
智
院
本
類
緊
名
義
抄
）

ヲ
ヅ
ー
怖
（
舞
濁
）
（
観
智
院
本
類
警
義
抄
）

ヲ
チ
（
彼
方
）
－
　
図
書
寮
本
朝
智
院
本
類
緊
名
義
抄
な
し
。
三
千
院
蔵
古

文
孝
経
建
治
三
年
点
に
「
以
往
（
詰
詑
）
」
と
あ
り
、
書
陵
部
蔵

古
文
孝
経
永
仁
三
年
点
、
斯
道
文
庫
蔵
古
文
孝
経
鋒
倉
期
点
に
も
同
じ

声
調
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
漢
籍
の
声
調
は
観
智
院
本
類
緊
名
義
抄

と
同
型
と
見
ら
れ
る
。

ヲ
キ
テ
　
ー
　
芸
ヲ
キ
ッ
應
行
己
上
同
（
前
田
家
本
色
葉
字
類
抄
　
「
ヲ
」
　
の

部
）
と
あ
り
、
声
調
が
知
ら
れ
る
。

オ
サ
ム
ー
納
処
（
諸
㌘
（
図
書
寮
本
類
嚢
名
義
抄
）

作
（
謬
見
）
（
等
院
本
類
琶
義
抄
）

オ
サ
（
他
）
田
　
－
　
他
田
オ
サ
タ
　
（
黒
川
本
色
葉
字
顆
抄
オ
の
部
、
姓
氏
）

尚
、
「
訳
（
謂
）
」
「
長
（
諾
）
」
（
観
智
院
本
類
緊
名
義

抄
）
と
関
係
あ
る
語
と
考
え
ら
れ
る
。

オ
・
キ
ミ
ー
王
等
（
琵
址
諸
相
平
）
（
観
智
院
本
顆
票
名
義
抄
）

即
ち
、
ヲ
を
用
い
る
語
は
、
声
調
が
上
声
に
始
り
、
オ
を
用
い
る
語
は
、
声

調
が
平
声
に
始
る
語
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
尤
も
、
「
ヲ
キ
ッ
」
　
「
オ
サ
タ
」

は
色
葉
字
類
抄
の
所
属
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
辞
容
の
配
列
よ
り
見

（4）

て
、
ヲ
ー
キ
ッ
が
上
声
、
刻
サ
タ
が
平
声
に
始
る
語
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
す
れ
ば
、
別
肇
仮
各
の
ヲ
と
オ
と
の
仮
名
迫
は
声
調
の
相
違
と
一
致
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
声
調
と
ヲ
オ
の
仮
名
遣
と
の
関
係
は
、
大
野
晋
博
士
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が
指
摘
さ
れ
た
定
家
仮
名
道
に
お
け
る
ヲ
と
オ
と
の
遣
い
分
け
や
、
色
葉
芋
類

（5）

抄
の
ヲ
と
オ
と
の
配
列
の
基
準
に
採
ら
れ
た
所
に
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
承

徳
三
年
は
定
家
仮
名
遺
成
立
時
よ
り
凡
そ
百
年
程
濁
り
、
主
巻
本
色
葉
芋
類
抄

の
成
立
時
よ
り
約
半
世
紀
謝
る
。

次
に
、
承
徳
本
で
は
、
別
筆
仮
名
以
外
に
、
第
一
次
加
点
仮
名
に
も
、
第
一

音
節
に
ヲ
と
オ
と
を
用
い
る
語
が
あ
る
。
そ
の
仮
名
迫
と
声
調
と
の
関
係
は
次

の
如
く
で
あ
る
。

○
第
一
音
節
に
「
オ
」
を
用
い
た
語
例

雪
ナ
〝
（
二
十
三
ウ
9
）
－
浩
（
縛
岬
坤
謂
）
（
図
書
寮
本
類
要
義

抄
）
、
大
窪
デ
リ
（
観
智
院
本
類
賢
名
義
抄
）

オ
p
シ
ナ

下
（
十
八
ウ
1
。
）
－
雫
し
詰
坤
悪
（
碗
智
院
本
類
緊
名
義
抄
）

〇
第
一
書
節
に
「
ヲ
」
を
用
い
た
語
例
（
笥
飢
諸
相
謂
遺
）

チ

ヨ

ヒ

　

　

一

l

△
撃
於
一
身
一
（
二
十
六
オ
1
）
－
及
（
址
詰
）
（
観
智
院
本
類
緊
名
義

抄
）

癖
ン
キ
」
チ
鳴
岩
ウ
1
）
～
「
ヲ
サ
ム
」
の
声
調
前
出

「
オ
ポ
イ
ナ
ル
」
　
「
オ
ロ
シ
テ
」
は
、
平
声
で
始
る
語
で
あ
っ
て
、
別
筆
仮
名

に
見
た
仮
名
の
遣
い
分
け
の
規
範
に
一
致
す
る
。
「
ヲ
ヨ
ヒ
」
も
同
じ
く
こ
の

規
範
に
一
致
す
る
が
、
「
ヲ
サ
メ
テ
」
は
一
致
し
な
い
。
こ
の
語
例
の
仮
名
字

体
は
「
∴
　
（
ヲ
）
」
で
あ
っ
て
、
別
筆
仮
名
の
字
体
と
は
別
体
で
あ
る
。

右
以
外
に
、
第
一
音
節
に
「
ヲ
」
を
用
い
た
語
例
は
一
例
で
次
の
、

チ

ト

ス

　

ノ

落
二
於
庁
前
二
十
三
オ
9
、
）

が
あ
る
。
こ
の
「
ヲ
ト
ス
」
の
仮
名
字
体
は
「
一
リ
ト
ス
　
」
で
あ
っ
て
、
別
筆
仮

名
の
字
体
「
シ
」
と
異
な
っ
て
い
る
。
特
に
第
二
画
が
縦
に
入
っ
て
い
る
点

相
違
す
る
。
し
か
も
、
「
オ
ト
ス
」
の
声
調
は
、

降
（
謂
寝
）
（
図
書
寮
本
類
緊
名
義
抄
）

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
例
は
先
の
規
範
に
合
わ
な
い
。

承
徳
本
で
第
一
音
節
に
ヲ
・
オ
を
持
つ
語
例
は
、
以
上
十
六
例
で
あ
る
。
こ

の
中
、
ヲ
・
オ
の
仮
名
迫
が
声
調
と
一
致
す
る
こ
と
は
、
第
一
次
仮
名
と
「
ヲ

（6）

ト
ス
」
　
（
加
筆
皮
次
不
明
）
　
に
は
及
ん
で
い
な
い
が
、
別
筆
仮
名
に
お
い
て

は
、
ヲ
を
上
声
に
、
オ
を
平
声
に
用
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
ヲ
・
オ
を
語
中
・
語
尾
に
用
い
た
語
例
に
は
次
の
三
語
五
例
が
あ
る

（
助
詞
ヲ
を
除
く
）
。

ヲ
甲
三
オ
8
）
！
尚
（
謁
）
（
箸
院
本
類
琶
義
抄
）

「
轡
窮
（
十
七
ウ
4
）
　
（
「
ナ
ヲ
」
は
別
筆
）

「
ア
ナ
ヲ
」
ノ

英
　
保
（
十
八
ウ
1
）
　
（
「
ア
ナ
ヲ
」
は
別
筆
）

ア

ナ

　

ヲ

英
－
保
（
五
オ
9
）

「
オ
・
キ
ミ
」

王
　
　
（
十
二
ウ
3
）
　
（
前
出
）

「
ア
ナ
ヲ
」
の
声
調
が
不
明
で
あ
る
が
、
「
ナ
ヲ
」
　
「
オ
リ
与
、
、
、
」
は
や
は

り
、
．
右
の
声
調
に
よ
る
仮
名
の
遣
い
分
け
の
規
範
に
合
っ
て
い
る
。

〔
第
一
次
仮
名
と
別
筆
仮
名
と
の
関
係
〕

第
一
次
仮
名
は
全
巻
に
わ
た
っ
て
お
り
、
別
筆
仮
名
も
全
巻
を
通
じ
て
存
す

る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
両
者
の
関
係
は
次
の
如
く
整
理
せ
ら
れ
る
。

Ⅲ
　
別
筆
仮
名
は
、
第
一
次
仮
名
に
対
し
て
、
そ
の
漢
字
の
字
音
や
和
訓
を

更
に
詳
し
く
捕
加
し
て
い
る
。

即
ち
、
第
一
次
仮
名
は
、
字
音
や
和
訓
を
も
示
し
て
い
る
が
、
他
に
多
く
は
、

て
に
を
は
を
全
う
に
わ
た
っ
て
施
し
て
い
る
。
別
筆
仮
名
は
、
次
例
の
如
く
、

12



こ
れ
に
後
か
ら
訓
を
捕
如
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
（
「
」
内
は
別
筆
仮
名
）

「
サ
ゥ
」
チ
一
l
「
ヅ
タ
へ
」
ム
「
ヒ
ヨ
ク
L
チ

通
二
芳
授
於
花
買
l
清
二
比
－
異
】
（
二
ウ
5
）

ユ
ル
へ
チ
「
ユ
、
1
ツ
ル
ラ
シ
ヌ

緩
た
安
居
（
十
八
オ
7
）

㈲
右
と
関
関
し
て
、
承
徳
本
全
巻
を
通
じ
、
同
一
漢
字
に
二
訓
を
併
記
し

た
例
は
纏
め
て
少
く
、
下
指
の
五
例
の
み
で
あ
り
、
三
訓
以
上
を
併
記
し
た
例

は
見
ら
れ
な
い
。
二
訓
併
記
の
中
、
一
訓
が
第
一
次
仮
名
で
、
伯
訓
が
別
筆
仮

名
で
あ
る
の
は
、
次
の
二
例
の
み
で
あ
る
。

「
チ
シ
」
＞
（
シ
ナ
）
ス
ル

推
挙
一
入
部
一
着
（
十
二
ウ
9
）
（
「
ヲ
シ
」
は
別
筆
仮
名
）

ル
ノ
ソ
t
r

憤
二
八
障
大
菩
薩
使
】
（
十
七
ウ
6
）
（
「
ク
チ
ハ
シ
ル
」
は
別
筆
仮
名
）

「
ク
チ
ハ
シ
ル
」

そ
れ
ぞ
れ
の
第
一
次
仮
名
と
別
等
仮
名
と
が
異
訓
で
あ
る
の
か
、
同
訓
で
あ
っ

て
別
等
仮
名
の
方
が
詳
し
く
補
記
し
た
も
の
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。
し
か

し
、
川
の
場
合
か
ら
推
せ
ば
後
者
の
可
能
性
が
大
き
い
。
尚
、
残
り
の
三
例

は
、
併
記
さ
れ
た
二
訓
が
と
も
に
同
じ
手
の
仮
名
で
あ
る
。

「
ヒ
サ
」

藤
原
尚
韮
（
十
七
ウ
4
）
（
「
ヒ
サ
」
「
ナ
ヲ
」
共
に
別
筆
）

「
ナ
チ
」

「
り
ツ
ー
「
チ
ウ
」
ノ

琴
l

・
致
害
l
者
（
八
オ
9
）
（
「
リ
ツ
」
「
チ
ウ
」
共
に
別
筆
と
見
ら

何
　
厨
内
駁
音
尾
m
を
、
別
筆
仮
名
で
は
「
ウ
」
で
衷
記
す
る
例
が
あ
る
。

第
一
次
仮
名
は
「
ム
」
で
表
記
す
る
。

「
サ
ウ
ケ
ム
」
ハ
　
　
　
　
　
　
「
レ
ウ
」

〔
別
等
仮
名
〕
　
認
鋭
（
八
ウ
9
）
清
廉
（
十
ウ
3
）

サ
ム

〔
第
一
次
仮
名
〕
　
誼
人
（
十
一
オ
1
）

の
　
舌
内
入
声
音
を
、
別
等
仮
名
で
「
ウ
」
と
表
記
す
る
例
が
あ
る
。
第
一

次
仮
名
で
は
総
て
「
ツ
」

「
ホ
ウ
」

〔
別
筆
仮
名
〕
　
働
海
国

セ
ソ

〔
第
一
次
仮
名
〕
　
草
矯

で
表
記
す
る
。

（
二
十
オ
4
）

バ

ツ

コ

ト

（
十
三
オ
6
）
抜
尾
（
二
十
三
ウ
8
）

別
筆
仮
名
で
は
、
舌
内
入
声
の
例
は
、
右
の
一
例
の
み
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て

「
ウ
」
表
記
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
固
有
名
詞
に
限
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。

H
　
和
訓
の
唇
音
の
表
記

ト
「
イ
ム
ハ
」
考
　
へ

〔
別
筆
仮
名
〕
　
有
ニ

近
憂
l
　
（
二
十
五
ウ
8
）

ナ
リ
ト
イ
フ
ハ

13

〔
第
一
次
仮
名
〕
不
定

（

一

ウ

1

）

但
哀
亡
父
ハ
空
告
二
泉
路
之
別
l
存
母
独
伝
二
山
野
之
迷
一
（
一
ウ
1
0
）

間
　
第
一
次
仮
名
と
別
筆
仮
名
と
の
表
記
の
相
違

的
　
舌
内
撥
音
尾
n
を
、
別
筆
仮
名
で
は
「
ん
」
で
表
記
す
る
の
に
対
し

て
、
第
一
次
仮
名
は
「
＞
」
で
表
記
す
る
。

「
セ
ん
ケ
イ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
「
カ
ク
コ
ん
」
V

〔
別
筆
仮
名
〕
．
塩
整
爪
十
ウ
3
）
　
格

「
ヱ
ん
」
ク
ヰ
ヤ
ウ
チ

究
　
　
狂
（
十
八
ウ
8
）

ム
シ
ユ
＞

僅
（
十
二
ウ
6
）

ク
ワ
＞
チ

れ
る
）

シ

　

ハ

　

一

一

　

ク

チ
　
　
　
、
　
－

〔
第
一
次
仮
名
〕
　
鉾
楯
（
六
ウ
5
）
恩
換
（
十
四
ウ
6
）

エ

＞

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

コ

＞

宅
旭
（
十
六
オ
1
）
霊
魂
（
十
七
ウ
7
）

各
一
例
の
み
で
あ
る
が
、
別
筆
仮
名
が
「
イ
ム
ハ
」
、
第
一
次
仮
名
は
「
イ
フ

ハ
」
で
あ
る
。

㈹
　
別
筆
仮
名
に
は
e
u
を
O
u
で
衰
記
し
た
例
が
あ
る
。

「
ハ
チ
ョ
ウ
」

〔
別
筆
仮
名
〕
　
末
葉
（
十
六
ウ
5
）

ヨ
▲
ソ

こ
の
「
某
」
は
字
音
仮
名
遣
史
上
早
く
か
ら
注
意
せ
ら
れ
て
来
た
例
で
あ
る

子
り

が
、
こ
れ
も
別
筆
仮
名
の
方
に
見
ら
れ
る
。
同
じ
く
別
筆
仮
名
に
は
「
隈
（
十

五
オ
1
）
」
も
あ
る
。

N
　
別
筆
仮
名
に
は
境
内
入
声
音
を
「
ツ
」
蓑
記
し
た
例
が
あ
る
。

「
り
ヅ
L

〔
別
筆
仮
名
〕
　
致
「
チ
ウ
」
害
（
十
オ
9
）

か
く
、
別
筆
仮
名
は
、
第
一
次
仮
名
に
比
べ
て
、
表
記
上
異
な
っ
た
態
度
を
持

っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
平
仮
名
文
的
な
要
素
（
㈹
伺
い
）
と
発
音
に
一
層



忠
実
な
要
素
（
国
的
N
）
と
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
態
度
と
、

ヲ
オ
の
仮
名
迫
と
の
問
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
承
徳
本
の
書
写
者
・
加
点
者
の
教
学
環
境
に
つ
い
て

承
徳
本
の
書
写
加
点
の
時
期
は
先
掲
の
識
語
で
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
と

第
一
次
仮
名
と
別
筆
仮
名
と
の
相
関
に
は
、
次
の
二
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ

る
。
第
一
は
、
承
徳
三
年
正
月
二
十
九
日
本
文
を
亭
写
し
、
二
月
十
日
読
了
の

時
に
第
一
次
仮
名
を
施
し
、
そ
の
後
遠
か
ら
ざ
る
頃
、
別
筆
仮
名
を
相
加
し
た

場
合
で
あ
る
。
第
二
は
、
本
文
書
写
と
同
時
に
親
本
の
仮
名
を
も
写
し
た
の
が

第
一
次
仮
名
で
、
二
月
十
日
読
了
の
時
に
別
筆
仮
名
を
施
し
た
場
合
で
あ
る
。

墨
色
や
筆
致
か
ら
見
れ
ば
後
者
の
場
合
が
有
力
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
確

言
は
出
来
な
い
。

さ
て
、
識
語
の
中
で
、
書
写
者
な
り
加
点
者
な
り
の
素
姓
を
知
る
唯
一
の
手

掛
り
は
「
於
大
智
房
」
の
文
字
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
大
智
房
」
な
る
僧
坊
な
い

し
は
僧
侶
を
探
し
た
所
、
高
野
山
中
院
の
基
醇
が
上
っ
て
来
た
周
　
「
先
任
略
名

口
決
」
　
（
続
群
書
類
従
第
二
十
八
組
下
）
　
に
よ
る
と
、

ナ
需
計
指
聖
　
金
喝
聖
院
阿
】
】
（
閥
梨
）

同
（
金
）
　
　
　
　
　
　
　
同

明
晶
請
創
　
芸
禅
定
院

同

　

　

　

　

　

同

慧
踪
隔
院
　
　
経
腰
阿
改
陀
院

と
あ
り
、
大
智
房
と
称
す
る
人
に
金
剛
峯
寺
の
基
舜
が
い
た
こ
と
が
分
る
。
右

の
中
の
灘
範
・
朋
算
は
特
に
有
名
で
、
例
え
ば
、
「
金
剛
峯
寺
執
行
検
校
阿
用

梨
福
任
略
記
」
　
（
続
群
書
類
従
第
四
輯
下
）
　
に
よ
る
と
、

第
七
検
校
　
興
胤
山
籠
　
号
西
室

第
八
執
行
維
範
阿
間
島
雷
六

莞
検
校
明
鳥
講
話
蠣
偶
語
十
万

七
ぁ
る
。
同
じ
金
剛
峯
寺
の
基
舜
は
、
「
本
朝
高
僧
伝
」
巻
第
十
二
（
大
日
本

仏
教
全
書
）
　
に
は
、

紀
州
高
野
山
沙
門
兼
賢
伝
　
基
舜

釈
兼
賢
。
紀
州
海
部
人
也
。
稟
二
密
於
艮
禅
阿
閻
梨
一
。
神
栄
頴
脱
。
衆
人

仰
レ
風
。
禅
公
職
世
。
移
二
住
北
宝
l
。
義
学
盈
レ
門
。
不
レ
減
二
師
徳
l
仁
平
三
年

冬
補
二
高
野
検
校
l
。
保
元
二
年
六
月
十
三
日
以
二
年
七
十
一
郎
ゾ
世
。
有
二
神
足

基
舜
一
。
就
二
賢
公
一
受
二
中
院
之
密
濯
】
。
流
ニ
ー
覧
経
論
－
。
善
通
二
底
理
－
。
時

人
呼
日
二
大
智
房
一
。
開
二
大
楽
院
一
為
二
第
一
世
一
。
学
密
之
徒
氾
習
絡
揮
。

融
涼
。
覚
義
。
兼
海
諸
彦
。
就
レ
舜
受
二
輪
伽
之
指
南
一
。

と
あ
り
、
又
「
野
峯
名
徳
伝
」
巻
上
（
大
日
本
仏
教
全
書
）
に
も
、

○
　
基
醇
。
不
レ
知
二
何
許
人
－
。
従
二
兼
賢
二
撃
中
院
之
純
粋
一
。
性
虚
黙
詔
。

経
論
博
通
。
故
人
呼
日
一
．
大
智
房
一
。
大
楽
院
之
第
一
世
也
。
五
智
房
。
覚

義
。
兼
海
。
就
而
受
二
指
授
一
。

と
あ
る
。
こ
の
書
に
は
弟
子
の
五
智
扉
融
源
に
つ
い
て
、

○
　
融
源
。
肥
之
前
州
人
。
覚
硬
上
人
親
族
也
。
（
略
）
其
所
居
寺
。
今

日
二
五
智
院
－
。
五
智
者
師
之
字
也
。

と
あ
り
、
僧
名
を
所
居
の
建
物
の
名
称
と
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。右

の
基
醇
の
吉
本
は
、
鋒
倉
時
代
初
期
に
拇
尾
高
山
寺
に
も
伝
え
ら
れ
て
い

（7）

た
こ
と
が
、
高
山
寺
僧
覚
経
の
書
写
本
の
奥
書
で
知
ら
れ
る
。
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0
　
高
山
寺
蔵
極
秘
密
許
可
印
明
口
伝
文
一
軸
（
重
要
文
化
財
第
二
部
三

〇
〇
号
）
訓
点
な
し
。

（
奥
書
）
本
云
」
保
笑
年
（
二
四
〇
）
財
腎
月
十
四
日
管
剛
峯
寺

五
室
別
所
而
許
可
伝
受
了
」
求
法
沙
門
某
醇
在
判

元
久
元
季
（
三
〇
四
）
十
一
月
十
四
日
書
写
畢
沙
門
党
旦
一
針

○
　
高
山
寺
蔵
諸
尊
錆
事
口
伝
墾
一
帖
　
（
重
要
文
化
財
軍
一
部
二
八
号
）

（
上
具
）
八
月
十
五
六
七
八
九
之
五
箇
日
数
伝
受
了
」
都
合
折
壁
二
十
三
枚

書
写
了
知
此
粗
密
」
．
口
伝
等
師
資
相
伝
明
鏡
也
」
求
法
（
梵
字
三
字
、
ア

ジ
ャ
リ
）
基
舜
之
木
」
為
後
代
記
之
在
判
」
巳
上
菅
令
授
詳
証
印
給
了

在
判

元
久
元
年
五
月
廿
二
昌
写
之
了
末
報
配
経
等
二
十
二

ユ
L
′

（
下
央
）
都
合
析
昏
二
十
三
枚
之
内
不
動
十
三
枚
愛
王
十
枚
書
」
写
了
如
此

秘
密
口
伝
等
師
資
相
伝
明
鏡
也
」
求
法
（
梵
字
三
字
、
▼
ア
ジ
ャ
リ
）
基
舜

之
本
也
為
後
代
記
之
在
判
」
右
法
等
皆
令
授
許
証
印
給
了
在
判
」

建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
十
二
月
三
昌
之
了
末
学
覚
経
講
歳

こ
れ
に
よ
る
と
基
醇
は
、
保
廷
六
年
に
は
金
剛
峯
寺
五
窒
別
所
に
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

但
し
、
承
徳
本
の
大
智
扉
を
基
舜
に
撹
す
る
に
際
し
て
、
二
点
に
お
い
て
疑

点
が
残
る
。
第
一
は
、
承
校
本
の
識
語
の
「
大
智
房
」
は
僧
坊
の
名
称
で
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
掲
例
で
も
知
ら
れ
る
如
く
、
僧
坊
名
と
僧
名
と
が

同
一
で
あ
る
こ
と
の
多
い
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
右
の
大
智
房
が
同
時
に
僧
名
を

も
暗
示
す
る
可
能
性
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
基
醇
の
年
齢
に
つ
い
て

の
擬
で
あ
る
。
基
醇
の
生
笈
は
不
明
で
あ
る
が
、
保
延
六
年
に
生
存
し
た
こ
と

は
判
明
す
る
。
承
徳
三
年
か
ら
保
延
六
年
ま
で
四
十
一
年
間
で
あ
る
か
ら
、
保

延
六
年
に
は
基
醇
は
五
十
歳
台
の
中
頃
を
越
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
9
所
で
基

醇
の
師
の
兼
賢
は
、
底
本
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
保
元
二
年
に
七
十
歳
で
好
し

て
い
る
か
ら
、
右
の
年
齢
か
ら
推
考
す
れ
ば
、
基
辞
は
師
と
ほ
ぼ
同
年
齢
だ
っ

た
こ
と
に
な
る
。
常
識
的
に
は
弟
子
は
師
よ
り
若
い
筈
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点

か
ら
奴
が
残
る
訳
で
あ
る
。
し
か
し
弟
子
が
師
よ
り
年
上
の
こ
と
も
あ
り
得
る

し
、
二
二
二
歳
の
年
下
だ
と
す
れ
ば
承
徳
三
年
に
は
兼
質
は
十
五
歳
だ
っ
た
こ

と
に
な
り
表
醇
が
十
二
三
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
十
三
歳
前
後
で
漢
籍
を
吉

写
し
た
例
は
存
す
る
所
で
、
例
え
ば
真
福
寺
近
在
の
同
じ
等
言
宗
関
係
の
猿
投

（8）

神
社
に
蔵
す
る
自
民
文
集
巻
軍
二
親
応
点
本
は
こ
の
例
で
、
そ
の
稚
い
筆
致
は

通
ず
る
所
が
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
「
大
智
房
」
な
る
称
そ
の
も
の
に
は
真
言
宗

と
の
関
係
が
あ
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

承
徳
本
の
本
文
書
写
者
に
対
し
て
、
「
読
了
」
者
が
誰
で
あ
る
か
は
全
く
不

明
で
あ
る
が
、
本
文
書
写
よ
り
十
日
後
の
こ
と
で
あ
り
、
同
一
人
か
或
い
は
同

一
教
学
環
境
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
別
肇
仮
名
の
加
点
時
が
い
ず

れ
に
せ
よ
、
書
写
者
と
教
学
上
近
い
関
係
に
あ
っ
た
者
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

も
、
そ
れ
は
訓
読
法
よ
り
見
て
、
僧
侶
で
あ
り
し
か
も
等
言
宗
関
係
者
の
手
に

な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
証
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
承
徳
本
の
訓
読
法
に
つ
い
て

承
棟
木
の
訓
読
語
の
系
統
は
、
川
拐
守
敬
旧
蔵
本
将
門
記
の
訓
読
語
と
の
比

較
と
、
脚
承
徳
本
に
お
け
る
助
字
の
訓
法
の
特
徴
と
の
二
点
か
ら
、
真
言
宗
の

僧
侶
に
関
係
の
深
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

川
楊
守
敬
旧
蔵
本
将
門
記
の
訓
読
語
と
の
比
較

楊
守
敬
旧
蔵
本
将
門
記
は
、
院
政
初
期
頃
の
書
写
で
同
期
の
仮
名
が
施
さ
れ

て
お
り
、
承
徳
本
に
先
行
す
る
。
こ
の
南
本
は
、
将
門
記
抄
本
を
除
け
ば
、
現

存
す
る
将
門
記
古
写
本
の
総
て
で
あ
り
、
共
に
院
政
期
の
普
写
本
と
し
て
重
要
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で
あ
る
。
し
か
も
本
文
を
同
じ
く
し
な
が
ら
、
そ
の
訓
法
が
甚
し
く
異
な
る
の

も
注
意
せ
ら
れ
る
。
両
本
が
、
同
一
箇
所
で
訓
法
を
異
に
す
る
所
を
整
理
す
る

と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
系
統
の
訓
法
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。

先
ず
両
本
共
に
別
肇
が
あ
る
が
、
承
徳
本
の
別
筆
は
既
述
の
如
く
表
記
の
相

違
は
あ
っ
て
も
訓
法
は
捕
加
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
楊
守
敬
旧
蔵

本
に
は
、
少
く
と
も
第
一
種
か
ら
第
三
種
に
至
る
仮
名
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異

訓
を
示
す
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
小
異
を
越
え
て
、
両
本
の
訓
法

に
大
差
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
次
指
の
如
く
、
承
徳
本
が
、
楊
守
故
旧
蔵

本
に
比
較
し
て
硬
い
訓
読
調
の
強
い
訓
法
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

礼
　
承
徳
本
が
字
音
読
の
語
を
、
楊
守
敬
旧
蔵
本
が
和
訓
読
に
す
る
。
（
二

十
例
）

。
権
議
0
（
［
禦
量
戸
戸
聖

（
十
九
ウ
9
）

「
サ
ウ
ケ
ム
」
ハ

認
　
叙
（
八
ウ
9
）

エ
　
イ
　
シ
テ

崇
々
　
（
十
二
オ
7
）

チ
ヨ
ク
シ
テ

匿
々
　
（
十
二
オ
7
）

シ
チ

還
参
（
九
ウ
1
）

一
一
り
り
ン
シ
サ
ム
一
一
ハ

陸
相
　
　
　
（
十
一
オ
5
）

（
承
徳
本
）

′
　
タ
ル
　
ム
　
シ
ュ
ン

所
′
構
　
鉾
楯
（
六
ウ
5
）

シ
サ

将
門
帯
′
山
（
七
オ
3
）

ス

発
－
造
（
九
ウ
2
）

シ
ヨ
ク

服
織
（
七
ウ
。
0
）

イ
ン
l
l

兄
弟
之
胤
（
十
三
ウ
4
）

置
禦
配
」
に
）
（
十
五
オ
6
）

セ
ル

存
命
　
黎
庶
（
十
九
オ
3
）

（
楊
守
敬
旧
蔵
本
）

（
聖
詣
紅
三
種
仮
名
）

ノ
『
カ
マ
へ
』
タ
ル
ホ
コ
タ
ラ

所
－
構
　
　
　
鉾
梼
（
七
7
）

将
性
質
叫
（
『
鋳
テ
』
）（

九
5
）

讐
ッ
聖
（
詣
ン
ス
）
（
十
九
6
）

「

キ

メ

一

チ

リ

服
　
　
織
（
十
三
2
）

兄
弟
お
l
一
（
詞
ニ
』
）

（
三
十
三
2
）

『
モ
、
－
』
ホ
シ
イ
ヒ

穀
　
粒
　
（
三
十
八
6
）

「
セ
ル
」
チ
「
レ
イ
ソ
」

存
ゾ
命
黎
　
庶
（
五
十
一
4
）

ス
吟
（
十
二
オ
8
）

ナ
り

不
知
　
（
十
四
ウ
4
）

エ
ン

宅
旭
（
十
六
オ
2
）

セ
（
ム
）
L
r

訣
－
致
　
　
（
十
五
ウ
2
）

ラ
セ
イ
シ
テ

自
製
　
（
十
八
オ
2
）

戦
う
ヒ
璧
㌶
フ
サ
ル
』
）

（
五
十
三
8
）

ワ
ッ
カ
ニ
ツ
ル
モ
ハ

譲
　
　
叙
（
十
七
3
）

警
ト
雲
『
け
㌢
℃
・

「
カ
タ
ル
レ
l
r
モ
」

匿

　

　

々

カ
へ
り
『
マ
ウ
チ

還
　
　
参

「
フ
！
ユ
シ
ク
ル
」

陵
　
　
捕

『
ナ
ケ
ク
』

吟『
シ
ラ
ス
シ
テ
』

不
　
知

（
二
十
九
3
）

（
二
十
九
3
）

＿
』

（
シ
テ
）
　
（
十
九
5
）

（
詣
リ
ム
セ
ム
ト
）

（
二
十
五
7
）

（
ス
）
　
（
二
十
九
4
）

（
フ
チ
）
　
（
三
十
六
6
）

16

ウ
　
　
ナ
り

甚
迂
誕
　
（
二
十
ウ
8
）

「
り
コ
コ
ウ
」

旅
室
（
十
一
ウ
2
）

が
　
承
徳
本
が
和
訓
読
、

（
十
一
例
）

ハ
ラ
キ
り

儲
樋
（
二
十
一
ウ
5
）

「
へ
カ
⊥
「
I
」

宅
佃
　
（
四
十
一
3
）

「
ウ
タ
ム
」
ト

誅
致
　
（
三
十
九
6
）

『
ツ
』
ラ
『
ヅ
ク
チ
』

自
　
　
製

（
「
㌶
リ
」
）

「
ヲ
チ
ナ
シ
」

甚
迂
－
誕

『
タ
ヒ
ノ
　
ラ

旅
　
空

ノ

（　』．　（

（
四
十
八
1
）

五
十
四
8
）

二
十
七
1
）

楊
守
敬
旧
蔵
本
が
字
音
読

コ
ク
フ

覇
租
（
五
十
八
8
）



「
丁
7
ハ
へ
」

蚊
虻
　
（
八
オ
6
）

一

ツ

ク

到
着
（
七
ウ
6
）

、

・

コ

ト

二

7

形
弊
　
（
十
三
オ
8
）

ワ
ヒ佗

人
・
（
十
五
オ
1
0
）

タ
ケ
ミ
チ

琶
　
（
十
五
ウ
4
）

と
す

浅
　
（
十
六
オ
2
）

丁
ラ
ハ
ニ
ス
ル

裸
形
　
（
十
六
オ
3
）

キ
ヨ
シ
メ
シ
す

票
　
　
（
二
十
一
ウ
1
）

イ
カ
り
「
ハ
ラ
タ
ブ
」
コ
ト

忍
－
怨
　
　
（
七
オ
8
）

「
ウ
プ
シ
テ
ウ
」
ヲ

移
　
探
　
（
十
五
オ
2
）

モ
ン
†
ウ

蚊
　
虻

到
－
着

『
チ
ウ
シ
』

彫
弊

（
娼
矧
フ
）
（
十
四
7
）

『
ス
』

（
十
二
4
）

（
三
十
二
3
）

国
税
守
敬
旧
戎
本
が
「
ヌ
」
を
読
添
え
る
（
六
例
。
承
徳
本
に
「
ヌ
」
を
読

添
え
る
例
一
例
）

「
タ
ク
シ
」
チ

佗
－
人
　
（
三
十
九
4
）

「
†
」
チ

猛
　
（
四
十
1
）

「
シ
ヌ
」

減
　
　
（
四
十
一
3
）

「
火
　
′
」

裸
形
（
四
十
一
4
）

「
ケ
イ
シ
」

業
　
（
五
十
八
2
）

『
フ
ン
エ
ン
』

忠
　
恕
（
十
7
）

「
イ
ナ
ウ
」

移
1
瞑
（
三
十
八
1
）
．

ブ

ク

　

ノ

ー

一

屑
二
本
夫
家
一
（
七
ウ
3
）

シ
ヌ

▽
安
居
　
（
十
八
オ
7
）

的
楊
守
故
旧
蔵
本
が
「
ナ
リ
」

ッ

キ

ヌ

　

′

　

－

1

属
二
本
夫
之
家
】
　
（
十
二
1
）

「
ス
」

安
居
　
（
四
十
八
7
）

を
読
添
え
る
（
三
例
）

ム
シ
ュ
ン

鉾
楯
三
百
七
十
枚
、
兵
士
一
－

ナ
り

倍
　
（
六
ウ
6
）

ホ
コ
タ
ラ
　
　
　
　
　
　
「
ナ
リ
」
　
　
　
「
ハ
イ
ナ
り
」

鉾
楯
三
百
七
十
枚
　
兵
士
一
倍

（
八
1
）

N
楊
守
故
旧
蔵
本
が
「
タ
リ
」
を
読
準
え
る
（
二
例
。
承
徳
本
に
「
タ
リ
」

を
読
添
え
る
例
二
例
）

ス
「
チ
チ
」
ノ
l
一

寄
二
彼
方
岸
】
　
（
七
オ
5
）

タ

り

　

　

　

　

l

l

▽
芝
二
於
広
河
之
江
一
（
七
オ
2
）

『
ヨ
セ
タ
り
』
　
「
カ
ノ
」
ノ
「
キ
シ
ー
こ

寄
二
　
　
於
彼
方
之
岸
一
（
一
〇
2
）

ウ

カ

フ

　

　

′

ニ

た
こ
於
広
大
之
江
一
（
九
5
）

h
　
承
徳
本
が
助
詞
、
助
動
詞
な
ど
を
読
添
え
な
い
所
を
、
揚
守
故
旧
蔵
本

は
読
添
え
る
（
例
抄
出
）

の
揚
守
故
旧
蔵
本
が
「
ハ
」
を
読
準
え
る
（
二
十
九
例
）

川
場
守
故
旧
蔵
本
に
「
ム
」

「
タ
マ
フ
」
を
読
添
え
る
（
各
一
例
）

ノ

　

　

テ

　

ル

人
矢
所
′
中
　
（
八
オ
5
）

シ

サ

　

ノ

チ

起
二
八
万
軍
一
（
十
七
ウ
8
）

ニ

り

　

　

　

l

一

天
有
二
五
衰
】
人
　
有
二
八
苦
一

（
承
徳
本
十
七
オ
1
）

ー
一
バ
ー
ー
五
ス
イ
一
l
ハ
り

天
有
二
五
衰
一
人
有
二
八
－
苦
】
　
（
楊

守
敬
本
四
十
五
1
）

ノ
「
ヤ
」
′
「
ル
1
r
コ
ロ
チ
」
「
ア
タ
ラ
ム
」

人
矢
之
　
所
′
　
　
中
（
十
四
4
）

『
ヲ
コ
シ
タ
マ
ハ
ム
』
　
「
ソ
へ
チ
」
『
′
』
ヲ

起
〓
　
　
　
　
　
副
八
万
軍
一

（
四
十
七
3
）

伺
楊
守
敬
旧
蔵
本
が
「
ニ
」
を
読
添
え
る
（
十
三
例
。
承
徳
本
に
「
ニ
」
を

研
助
動
詞
は
「
リ
」
、
承
徳
本
に
読
添
え
る
例
五
例
、
楊
守
敬
旧
蔵
本
に
読

添
え
る
例
二
例

読
添
え
る
例
▽
印
三
例
）

ル
　
　
　
　
セ
ム
ト

擬
二
首
－
途
一
之
問
（
十
二
オ
3
）

▽
而
ル
比
I
t
　
（
十
四
ウ
3
）

ス
ル
　
　
ト
セ
ム
　
　
ニ

撃
音
途
一
之
問
（
二
十
八
6
）

コ
ロ
チ
ヒ

而
ル
比
　
　
（
三
十
六
5
．
）

レ

u

 

l

一

取
二
於
同
烈
一
（
十
ウ
4
）

「
フ
」
　
ク
ニ

▽
今
日
遭
リ
普
（
十
七
オ
4
）

川
助
動
詞
「
シ
ム
」
　
「
テ
ル
　
（
二
例
）

㈹
楊
守
故
旧
蔵
本
が
「
ノ
」
を
読
添
え
る
。
（
六
例
）

ユ
カ
シ
ム

火
急
追
征
　
（
十
一
オ
6
）

仏
神
有
り
感
（
五
ウ
2
）

′
　
『
丁
』
チ
カ
ム

仏
神
　
有
二
感
】
　
（
二
7
）

ト
ル
　
　
　
　
ー
l

取
二
於
同
烈
一
（
二
十
三
6
）

「
ア
ヘ
り
」
「
－
こ

今
日
退
′
苦
（
四
十
五
1
）

」
　
「
キ
」
を
承
徳
本
に
読
添
え
る

火
急
－
一
翼
と
喝
（
詣
）

（
二
十
六
1
）



ら
　
対
句
の
上
句
末
で
、
承
徳
本
が
終
止
形
式
と
す
る
所
を
、
楊
守
敬
旧
蔵

本
は
下
に
続
け
る
（
二
十
三
例
。
逆
例
七
例
）

「
カ
」
す
　
　
　
　
ヌ
　
「
フ
ム
」
チ
　
チ
　
　
ム
　
チ

狩
〆
山
而
尋
リ
　
身
踏
レ
野
而
求
ゾ
捉

（
十
二
オ
4
）

一

l

ク

　

　

　

　

　

ス

草
木
共
靡
以
二
十
九
日
l
発
向

（
七
ウ
7
）

コ

ヒ

　

チ

　

　

エ

▽
請
二
頓
命
於
大
兵
－
（
十
六
オ
5
）

「
カ
ツ
」
ナ
　
チ
「
モ
」
ネ
　
ヲ
「
ブ
ム
」
チ
ヲ
　
　
ム

狩
ゾ
山
而
尋
二
身
－
践
二
野
】
而
求
〓

『
ア
t
』
ヲ

駐
一
・
（
二
十
八
6
）

－
一
ナ
ビ
ラ
ラ
　
　
　
　
　
　
タ
　
　
ス

草
木
倶
靡
以
二
十
月
九
日
一
発
向

（
十
二
6
）

『
コ
フ
』
　
　
　
ヲ
　
　
ー
《

請
二
　
頓
命
於
夫
兵
l
　
（
四
十
一
7
）

で
特
に
顕
著
な
相
違
に
、
次
の
二
つ
の
場
合
が
あ
る
。

の
開
拗
音
を
承
徳
本
で
ヤ
行
表
記
す
る
の
に
対
し
て
、
楊
守
敬
旧
蔵
本
で
は

直
音
表
記
に
す
る

「
シ
ム
シ
ヨ
ク
し

わ
傾
　
食
　
（
十
六
オ
1
0
）

シ
ヨ
レ

．
縦
　
容
（
二
十
オ
9
）

シ
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
「
ウ
シ
ヤ
ウ
」

「
シ
ム
ソ
ク
」

拇
榎
．
食
（
四
十
二
6
）

ソ
ウ
ヨ
▲
ソ

縦
容
（
五
十
五
1
）

「
シ
ャ
イ
ム
」
　
　
　
　
　
　
　
カ
シ
ヨ
ク

d
　
読
添
語
の
異
同
（
助
詞
の
異
同
二
十
例
、
助
動
詞
の
異
同
六
例
）

テ
　
「
ハ
ウ
」
l
l

宿
二
於
抱
窒
一
（
十
ウ
3
）

ヌ
ル

去
　
天
慶
元
年
六
月
中
旬
（
十

一

ウ

6

）

も
　
実
詞
訓
の
異
同
（
七
十
三
例
）

シ
「
ス
タ
」
レ

難
レ
廃
　
　
（
十
二
オ
9
）

ヌ
レ
ハ
「
ハ
ウ
」
ニ

宿
二
於
隠
宅
－
（
二
十
三
6
）

シ

去
天
慶
元
年
夏
六
月
中
旬
（
二
十
七

5
）

「
シ
　
ワ
ス
レ
カ
タ
」

巨
レ
廃
　
　
（
二
十
九
5
）

右
の
如
き
承
徳
本
が
比
較
的
印
字
的
な
訓
法
で
あ
る
も
の
や
、

藍
雛
（
九
ウ
7
）
　
　
一
撃
郡
（
二
十
7
）

の
如
き
固
有
名
詞
の
訓
法
の
相
違
も
あ
り
、
又
、

ヅ
カ
ム
†
チ

事
二
　
於
秦
皇
一
（
五
ウ
9
）

ノ
チ

各
騎
（
十
六
ウ
8
）

『
ヅ
カ
ウ
マ
ッ
チ
』

事

（
四
3
）

ノ
H
リ
チ

各
騎
　
（
四
十
四
1
）

の
如
き
音
便
の
相
違
も
あ
り
、
漢
字
音
の
相
違
に
は
、

一
l
ウ
ワ
ン
シ
テ
ム
一
一
ハ

陵
躇
　
　
　
　
（
十
一
オ
5
）

「
ケ
ウ
シ
ヨ
ク
」

矯
　
　
飾
（
十
八
ウ
5
）

陵
　
　
摘
　
（
二
十
五
7
）

シ
ウ
り
ム
セ
ム
ト

ケ
ウ
シ
『
毒
』

矯
飾
　
　
（
五
十
2
）

の
如
く
、
承
徳
本
が
呉
音
で
楊
守
敬
旧
蔵
本
が
漢
音
の
も
の
も
あ
る
。
漠
字
音

〔
承
徳
本
〕
数
旬
（
七
ウ
1
）
羽
翔
（
三
オ
1
0
）
姐
飲
（
十
五
ウ
2
）
稼
稜

「
り
ヨ
り
ヤ
ウ
」
　
　
　
　
　
　
シ
ヨ
ク
　
　
　
　
　
　
チ
ヨ
ク

（
六
ウ
9
）
虜
掠
　
（
七
オ
6
）
服
識
（
七
ウ
8
）
　
匿
々
　
（
十
二
オ
7
）

「
カ
サ
ク
」
シ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
サ
ウ
分
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
カ
サ
ク
」

〔
楊
守
故
旧
蔵
本
〕
呵
噴
　
（
五
十
九
2
）
　
生
1
分
（
二
十
七
3
）
　
試
着

ア

サ

り

　

　

　

　

　

サ

ア

ア

ク

　

　

　

　

　

ス

（
五
十
二
4
）
阿
闇
梨
（
五
十
八
4
）
邪
悪
（
五
十
八
2
5
）
従
兵
（
五

ス
ケ
ツ
シ
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
ス
」
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
ス
」

十
7
）
巡
検
　
（
五
十
七
5
）
領
1
掌
）
　
（
四
十
二
1
）
主
従
（
二
十
一

ス

　

　

　

　

　

ス

　

　

　

　

　

『

ソ

ウ

ハ

』

　

　

　

　

　

コ

ク

フ

5
）
主
（
三
十
一
8
）
中
旬
（
二
十
五
1
）
乗
馬
　
（
十
八
2
）
　
前
棍

ハ
ケ
ム
エ
　
　
　
　
　
　
　
「
レ
イ
ソ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ウ

（
五
十
八
8
）
百
患
（
五
十
一
7
）
黎
庶
（
五
十
一
4
）
　
▽
一
例
　
「
虜

り
ヤ
ク
シ
チ

掠
」
　
　
（
四
十
二
8
）
が
ヤ
行
表
記

何
楊
守
敬
旧
蔵
本
に
は
、
イ
段
長
母
音
表
記
が
あ
り
、
一
方
承
抜
本
に
は
イ

段
音
を
省
く
例
が
あ
る
。

「
ビ
ラ
」
　
　
　
　
　
　
と
テ
　
　
　
　
　
　
「
ヒ
ナ
」

〔
承
校
本
〕
挽
（
四
ウ
7
）
挽
（
八
オ
4
）
率
（
九
オ
7
「

ご
ギ
イ
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
キ
イ
レ
ウ
」

〔
楊
守
故
旧
蔵
本
〕
気
色
（
二
十
一
2
）
李
陵
（
二
十
5
）
　
（
二
十
二
2
）

『
ヒ
イ
』

彰
　
　
（
四
十
一
8
）

将
門
記
の
南
本
に
お
け
る
右
の
如
き
訓
法
の
相
違
の
型
と
持
似
す
る
も
の

に
、
性
霊
集
に
お
け
る
覚
這
房
聖
霞
の
訓
法
と
荘
原
致
用
の
訓
法
と
が
あ
る
。

醍
醐
寺
蔵
性
雲
集
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
書
写
加
点
本
十
柏
は
、
巻
第
一
・

（9）

巻
第
六
・
巻
第
十
の
巻
末
識
語
に
よ
る
と
、
も
と
東
寺
長
老
隆
澄
僧
正
　
（
文
永

三
年
（
一
二
六
六
）
八
十
六
投
入
沌
）
　
の
所
持
木
で
あ
っ
て
、
貞
応
二
年
に
披
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が
覚
蓬
房
阿
閻
梨
（
聖
竃
。
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
性
霊
集
建
治
三
年
刊
本
の
識

語
に
よ
る
）
　
の
訓
に
拠
っ
て
読
み
、
更
に
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
　
に
文
章
博

士
藤
原
致
周
（
式
家
茂
明
の
子
。
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
六
十
五
歳
辛
）
　
の

本
に
よ
っ
て
校
合
移
点
し
、
更
に
菅
原
為
長
禍
の
本
で
校
合
し
た
も
の
で
、
そ

の
本
を
弟
子
法
助
湛
三
后
（
仁
和
寺
十
七
世
。
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
五
十

八
歳
寂
）
　
に
諾
っ
た
も
の
で
あ
る
。
右
の
致
周
の
本
と
は
、
致
周
が
北
院
御
室

守
覚
法
親
王
（
仁
和
寺
十
三
世
、
醍
醐
寺
勝
覚
付
法
弟
子
。
建
仁
二
年
（
一
二

〇
二
）
五
十
三
歳
寂
）
の
仰
に
よ
っ
て
承
安
二
年
（
一
一
七
二
）
及
び
承
安
五

年
（
一
一
七
五
）
に
点
進
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
巻
に
施
さ
れ
て
い
る
朱
点
豊

訓
及
び
褐
色
の
訓
点
の
中
、
朱
ヲ
コ
ト
点
は
真
言
宗
仁
和
寺
所
用
の
円
堂
点
を
・

用
い
睾
仮
名
訓
と
共
に
覚
這
房
阿
闇
梨
の
訓
読
（
仁
和
寺
系
統
の
も
の
と
考
え

ら
れ
る
）
透
不
し
、
褐
色
点
は
藤
原
致
周
の
訓
読
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
両
者

（10）

の
訓
法
の
相
違
は
、
別
に
述
べ
た
所
で
、
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

右
　
党
蓬
扉
の
訓
読
が
字
音
読
の
語
句
を
致
周
の
訓
読
は
和
訓
読
と
す
る
。

（
二
十
七
例
、
△
逆
例
九
例
）

る
。
（
一
例
）

チ
シ
ツ
カ
ナ
り

形
　
静
　
（
巻
九
）

も
　
読
添
語
の
相
違
。
（
十
二
例
）

レ
パ
　
　
テ

修
二
五
威
l
則
（
巻
六
）

一
一
　
ノ
¶
・

忽
躊
（
巻
七
）

㌫
　
実
詞
訓
の
相
違
。
（
四
十
例
）

相
違
の
中
に
は
、

て
ヌ

都
尽
（
巻
五
）

イ

コ

フ

ト

キ

ハ

憩
　
　
（
巻
十
）

形
静

シ
す

修
二
五
威
一
別

ト
キ
ハ

忽
臨

ノ
ソ
ミ
タ
け
リ

都
　
尽

フ

ッ

ト

悪ヤ
ス
ム
ト
キ
一
一
ハ

（
覚
遺
房
訓
読
）

ナ
キ
チ
ヨ
ク
シ
テ

ィ
テ
　
　
（
巻
一
）

カ
ヒ仮

釆
（
巻
七
）

ヅ
キ

難
リ
給
　
（
巻
八
）

（
敦
周
訓
読
）

も
丁

タ
ー
ス
ム
ナ

ウ
タ
ヽ
ネ

仮
来

光
′
給キ

フ
シ

h
　
党
蓮
房
の
訓
読
に
対
し
て
致
周
の
訓
読
は
助
詞
・
助
動
詞
の
読
添
が
あ

る
。
（
十
二
例
）

チ
ヽ
フ

覆
（
巻
七
）ス

ヲ

円
ニ
ー
清
仏
1
果
】
　
（
巻
八
）

覆す
ホ
ハ
▲

円
二
活
　
仏
栄
一

シ
タ
†
へ
り

L
　
覚
遥
房
の
訓
読
が
終
止
形
式
の
所
を
、
故
周
の
訓
読
は
連
続
形
式
と
す

の
如
く
、
党
蓮
房
の
訓
読
が
即
字
的
な
傾
向
が
あ
り
、
又

和
尚
配
璽
鬱
一
）
　
　
一
和
尚
掩
錘

の
如
き
、
拗
音
表
記
に
、
将
門
記
両
本
と
同
様
な
相
違
が
あ
る
。
し
か
も
こ
れ

だ
け
で
な
く
、
右
の
a
－
e
は
、
将
門
記
の
両
本
間
に
見
ら
れ
た
相
違
の
型
と

極
め
て
よ
く
一
致
す
る
。
但
し
楊
守
故
旧
蔵
本
の
訓
読
の
素
姓
が
判
明
し
て
い

な
い
の
で
確
か
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
比
較
を
通
じ
て
承
徳
本
の
訓
読
が
、

真
言
宗
な
ど
の
僧
侶
の
訓
読
調
の
強
い
訓
法
で
あ
る
こ
と
は
現
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

佃
承
徳
本
に
お
け
る
助
字
の
訓
法
の
特
徴

平
安
時
代
に
、
仏
書
と
漢
籍
と
で
は
訓
法
を
異
に
し
、
特
に
助
字
の
訓
法
に

（11）

そ
の
相
違
が
頸
著
で
あ
る
こ
と
が
、
近
時
判
明
し
て
来
た
。
こ
の
点
か
ら
見

オ

モ

　

　

コ

レ

チ

　

　

　

　

ヤ

ウ

ヤ

て
、
承
徳
本
の
「
欲
フ
」
　
「
之
（
文
末
）
」
　
「
漸
ク
」
は
、
仏
書
読
の
特
徴
を

示
し
て
い
る
。

フ

　

7

　

セ

（

▲

）

L

r

チ

〔
欲
〕
欲
リ
虜
一
義
　
王
城
－
（
十
六
ウ
5
）
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フ

L

r

　

　

　

　

　

　

フ

欲
′
死
（
七
オ
1
0
）
　
　
欲
（
五
オ
5
・
七
オ
1
0
・
七
ウ
6
）

チ

　

　

　

　

　

ヌ

チ

〔
之
チ
〕
秋
風
放
り
之
（
十
オ
3
）
語
人
隠
レ
之
（
十
オ
3
）

シ

（

シ

）

キ

ハ

ヨ

り

莫
　
甚
　
於
之
（
「
之
」
」
に
反
点
あ
り
）
　
（
二
十
三
ウ
9
）
等

ク

　

ク

キ

テ

　

一

一

〔
漸
〕
漸
過
二
於
未
克
】
　
（
二
十
三
ウ
2
）

ク

ク

　

l

一

　

　

　

　

　

　

ク

　

　

　

　

　

　

ク

・

行
二
輪
公
庭
一
（
二
十
六
ウ
1
）
漸
（
三
十
二
オ
4
）
稗
（
十
五
オ
1
）

更
に
仏
書
読
の
中
で
も
、
訓
読
者
の
宗
派
に
よ
っ
て
訓
法
上
に
相
違
が
あ
る
こ

モ
ノ

と
も
次
第
に
判
明
し
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
、
承
徳
本
の
「
者
（
人
物
を
表
わ

ザ
ル

す
）
」
「
不
」
「
則
（
不
読
）
」
の
訓
法
は
、
法
相
、
三
論
宗
な
ど
の
古
宗
派
で

は
な
く
、
又
天
台
宗
に
も
非
ず
し
て
、
畢
言
宗
の
訓
法
に
合
う
も
の
で
あ
る
。

モ
ノ
　
　
　
　
　
モ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
ヲ
　
　
ノ
バ

〔
者
〕
滅
一
－
亡
者
（
十
九
オ
2
）
知
ゾ
遺
之
者
（
二
十
三
オ
7
）

ノ

ハ

　

　

　

　

ノ

中
箭
死
者
（
一
ウ
3
）
者
（
三
ウ
8
・
十
オ
8
）

ヂ
ル
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ

〔
不
〕
不
／
可
二
追
捕
乏
牒
（
十
五
ウ
7
）

ニ
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
テ
ロ
ケ
ハ
　
「
サ
ウ
L
ヲ
　
　
　
ト
モ
ナ
ヘ
り
　
一
一

〔
則
〕
見
l
真
行
一
〔
則
〕
甚
二
於
夷
狭
】
聞
二
其
操
一
〔
則
〕
伴
二
於
盗
賊
一
（
十

五
オ
1
）

中
で
も
「
則
」
の
不
読
は
、
真
言
宗
点
本
の
一
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、

（12）

承
徳
本
で
は
仝
十
七
例
が
総
て
仮
名
を
持
た
な
い
。
「
便
チ
」
　
（
五
オ
2
・
五

ウ
1
）
、
「
即
チ
」
　
（
二
十
六
ウ
1
）
に
は
「
チ
」
の
仮
名
が
あ
る
こ
と
に
勘

合
す
れ
ば
、
不
読
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五
、
畢
吉
宗
関
係
者
と
ヲ
オ
の
仮
名
遣

将
門
記
承
徳
本
の
仮
名
に
は
、
右
肩
に
単
点
を
附
し
て
濁
音
符
を
示
し
て
い

る
も
の
が
あ
る
。

「
ヂ
ム
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
ブ
」

柁
毒
（
九
オ
6
、
「
チ
」
の
滞
点
は
単
点
。
以
下
同
）
賦
（
十
三
オ
6
）

「
ガ
」
　
　
　
　
　
　
ク
ワ
イ
ジ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ

仲
夏
（
五
ウ
9
）
鳩
櫨
（
二
十
八
オ
2
）
穀
描
（
十
五
オ
6
）

別
筆
仮
名
・
第
一
次
仮
名
共
に
見
ら
れ
る
。
又
、
畷
内
撥
音
尾
を
「
レ
」
で
表

記
し
て
い
る
。

「
プ
レ
ホ
ウ
」
　
　
　
　
　
「
ク
ヰ
レ
プ
レ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
ハ
レ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ヨ
レ

恰
忙
（
十
オ
1
）
凶
望
　
（
二
十
五
ウ
2
）
八
邦
（
二
十
六
オ
2
）
縦
容

（
二
十
オ
9
）
ノ

別
筆
仮
名
に
多
い
が
第
一
次
仮
名
に
も
見
ら
れ
る
。
右
の
混
音
符
・
境
内
畳

（13）

昔
尾
．
「
レ
」
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
に
築
島
博
士
の
高
説
が
あ
る
。
こ
の
符
号

の
使
用
者
を
築
島
博
士
は
諸
点
本
か
ら
の
帰
納
的
結
果
に
よ
っ
て
、
．
法
相
宗
か

重
言
宗
関
係
の
憎
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
表
記
よ
り
の
結
果
で
あ
り
、
彼
は
訓
法

よ
り
の
結
果
で
あ
る
が
、
彼
此
勘
合
す
れ
ば
、
承
徳
本
の
加
点
者
は
、
や
は
り

真
言
宗
の
僧
と
い
う
こ
と
に
落
ち
て
来
る
の
で
あ
る
。
某
醇
の
周
辺
を
考
慮
に

入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
高
野
山
関
係
の
僧
侶
と
い
う
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

右
肩
単
点
の
拐
音
符
そ
の
も
の
が
宰
言
宗
の
僧
と
関
係
の
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
春
日
政
治
博
士
が
、

と
に
か
く
拐
音
符
と
し
て
初
に
成
立
っ
た
も
の
は
、
管
見
の
及
ぶ
所
で
は

右
肩
専
点
で
あ
っ
て
、
而
も
［
寂
も
多
く
表
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
が
又
高
野
山
若

し
く
は
高
野
山
関
係
の
点
本
に
多
い
や
う
に
惑
ず
る
。
而
も
明
算
や
覚
智
の

も
の
に
特
に
著
し
く
表
れ
て
ゐ
る
。
勿
論
、
明
算
や
宝
智
か
ら
創
め
ら
れ
た

と
は
言
は
れ
な
い
が
、
想
像
が
許
さ
れ
る
ぢ
ら
ば
」
皇
□
宗
の
主
要
経
真
が
陀

窪
尼
を
中
心
と
し
て
ゐ
て
、
そ
れ
を
読
む
為
に
、
字
音
の
清
議
に
最
強
な
る
区

別
を
要
し
た
為
、
か
1
る
注
意
点
を
附
し
は
じ
め
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

へ
〓
し

と
推
測
せ
ら
れ
た
。
又
筆
者
は
、
仏
書
の
和
訓
に
附
せ
ら
れ
た
声
点
が
、
真
言

宗
関
係
点
本
に
多
い
こ
と
に
貝
味
を
単
三
し
い
る
が
、
こ
れ
も
亦
、
表
言
宗

で
は
、
字
音
の
み
で
な
く
和
訓
の
声
調
に
ま
で
関
心
の
及
ん
だ
託
と
考
え
ら
れ

る
（
詳
銅
は
別
巧
キ
拍
し
た
い
）
。
さ
す
れ
ば
、
そ
の
種
の
加
点
者
の
中
に
、
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ヲ
と
オ
と
の
仮
名
導
雲
岩
崎
の
相
違
に
よ
っ
て
遣
い
分
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
と

指
定
す
る
の
は
、
荒
唐
の
こ
と
と
も
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

聖
皇
宗
一
曇
等
に
将
門
記
承
定
本
が
い
つ
か
ら
蔵
せ
ら
れ
た
か
詳
か
で
は

な
い
が
、
稲
巧
這
邦
は
天
塑
一
年
の
拉
刻
に
際
し
て
、
宝
生
院
に
古
く
よ
り
蔵

せ
ら
れ
一
時
門
外
に
出
た
こ
と
を
諾
し
て
い
る
。
表
福
寺
に
は
、
別
に
遊
仙
窟

文
和
二
年
本
を
導
ヨ
る
が
そ
の
書
写
識
語
「
於
加
州
能
美
郡
板
津
庄
今
添
中
嶋

大
日
寺
学
所
書
写
塁
」
　
「
配
畠
ヱ
の
「
大
日
寺
」
は
や
は
り
窒
皇
ボ
た
る
こ
と

を
控
定
さ
せ
る
。
真
打
寺
の
克
北
方
山
中
に
あ
る
猿
投
神
社
に
は
、
神
宮
寺
た

る
白
鳳
寺
が
明
治
初
年
ま
で
あ
り
、
高
野
山
と
の
交
渉
あ
り
（
『
績
投
神
社
誌
』

昭
和
二
十
三
年
）
、
高
野
山
で
吉
写
し
た
本
も
存
す
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
先

に
、
漢
籍
古
点
本
が
窒
宗
寺
院
に
多
く
存
す
る
こ
と
か
ら
真
言
宗
憎
と
漢
籍

（15）

と
の
密
接
な
る
関
孫
に
言
及
し
た
が
、
回
書
に
つ
い
て
も
塁
己
宗
と
関
係
が
深

い
ら
し
い
。
例
え
ば
本
朝
文
粋
古
点
本
の
現
存
本
の
殆
ど
が
真
言
宗
寺
院
に
蔵

せ
ら
れ
て
お
り
、
真
福
寺
に
は
、
巻
第
十
二
弘
安
三
年
琵
蔵
書
写
本
、
巻
十
四

鋒
倉
期
書
写
本
が
あ
り
、
痘
投
神
社
に
は
、
巻
十
三
が
四
種
類
四
本
、
巻
二
が

一
本
蔵
せ
ら
れ
」
尚
野
山
宝
寿
院
に
は
巻
竺
ハ
、
石
山
寺
に
は
巻
第
五
、
巻
第
七

（
紙
背
は
深
賢
抄
物
）
、
醍
訂
寺
に
は
巻
竺
ハ
延
慶
元
年
沙
門
禅
兼
書
写
本
が

あ
り
、
成
貸
室
文
庫
蔵
巻
第
七
は
高
山
寺
旧
蔵
本
で
あ
る
。
し
か
も
鎌
倉
中
期

書
写
の
「
高
山
寺
聖
教
目
録
」
に
は
「
本
朝
文
粋
二
巻
（
朱
合
点
）
」
の
外
多

く
の
国
書
の
存
し
た
こ
と
を
示
し
、
仁
和
寺
書
籍
目
録
に
も
「
本
朝
文
粋
十
四

巻
」
の
外
・
多
く
の
国
書
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
将
門
記
が
買
吉
宗
関
係
僧
に
よ

っ
て
読
ま
れ
、
硯
に
彗
口
宗
の
寺
院
に
存
す
る
の
も
偶
然
で
は
な
い
と
考
え
る
。

最
後
に
、
表
音
的
性
格
の
片
仮
名
に
、
一
定
の
規
範
に
基
く
仮
名
迫
が
行
わ

れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
事
情
は
甚
だ
異
な
る
が
、
梅
沢
彦
太
郎
氏

（16）

蔵
新
撰
朗
詠
集
の
漢
詩
句
に
施
さ
れ
た
片
仮
名
の
訓
仮
名
は
、
既
述
の
如
く
、

定
家
仮
名
遣
に
一
致
し
て
い
る
。
配
倉
期
書
写
加
点
の
こ
の
本
は
、
奥
書
に
よ

る
と
、
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
三
月
十
四
日
に
加
点
し
た
識
語
が
あ
り
、
藤

原
定
家
が
藤
原
基
俊
の
訓
説
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
定
家

仮
名
遣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
首
肯
出
来
る
所
で
あ
る
。
将
門
記
承
徳
本
の

蕾
写
は
、
定
家
仮
名
遣
成
立
以
前
の
と
と
で
あ
る
。
本
資
料
の
ヲ
オ
の
仮
名
造

に
琴
わ
れ
た
態
度
か
、
他
に
影
郷
芋
る
所
が
あ
っ
た
か
、
こ
の
資
料
に
止
っ
た

も
の
か
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
尚
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
昭
和
四
十
三
年
十
月
一
日
稿
）

注
一
1
一
「
将
門
記
の
訓
点
」
立
命
館
文
学
二
ノ
七
、
昭
和
十
年
七
月

（
2
）
　
「
承
徳
本
将
門
記
の
訓
点
」
国
語
国
文
五
ノ
九
、
昭
和
十
年
九
月

（
3
）
　
「
真
福
寺
本
将
門
記
解
説
」
　
（
古
典
保
存
会
本
将
門
記
附
載
）
、
大
正

十
四
年
十
一
月

（
4
）
大
野
晋
「
仮
名
迫
の
起
源
に
つ
い
て
」
（
国
語
と
国
文
学
昭
和
二
十
五
年

十
二
月
）
小
松
英
雄
「
三
巻
本
『
色
葉
字
類
抄
』
に
お
け
る
「
ヲ
」
「
オ
」

の
分
布
と
そ
の
分
析
」
　
（
国
語
学
六
十
九
紐
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
）

（
5
一
往
（
4
）
に
同
じ
。
又
「
藤
原
定
家
の
仮
名
遺
に
つ
い
て
」
　
（
国
語
学
七

十
二
担
、
昭
和
四
十
三
年
三
月
）

食
ノ

（
6
）
承
徳
本
十
一
丁
表
5
行
「
貞
盛
」
の
「
ヲ
」
の
字
体
が
酷
似
し
て
い
る
。

こ
の
「
ヲ
」
は
第
一
次
仮
名
で
あ
る
。

（
ヱ
築
島
裕
・
小
林
芳
規
「
高
山
寺
蔵
本
一
字
頂
輪
王
様
軌
音
義
に
つ
い
て
」

（
国
語
学
第
七
十
一
転
、
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
）
の
・
「
覚
経
年
譜
」

参
照
。

（
8
）
奥
書
に
「
勧
応
首
（
二
か
）
□
（
一
一
五
二
）
一
例
凰
中
旬
之
候
」
文
主

千
若
丸
」
と
あ
り
、
別
に
．
同
神
社
蔵
文
集
巻
乳
四
の
奥
書
に
は
二
千
時
文

和
二
年
（
三
二
五
三
）
七
月
中
旬
之
比
参
州
渥
美
郡
於
長
仙
寺
雄
為
悪
筆
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書
写
之
云
々
」
文
主
千
若
丸
十
五
才
」
と
あ
る
。

（
9
）
拙
著
「
僻
露
鵠
漢
籍
訓
読
の
国
語
史
的
研
究
」
附
載

「
漢
籍
古
点
本
奥
書
識
語
集
」
参
照
。

（
1
0
）
注
9
の
拙
著
一
三
六
九
百
以
下
。

（
1
1
）
注
9
の
拙
著
第
一
章
参
照
。

一
望
「
則
」
の
他
の
例
は
、
七
オ
1
0
・
八
オ
4
・
八
オ
4
・
九
ウ
4
・
十
二
オ

9
・
十
三
オ
5
・
十
三
オ
6
・
二
十
オ
1
0
・
二
十
ウ
1
・
二
十
三
オ
1
0
・

二
十
三
ウ
1
二
一
十
三
ウ
8
二
手
三
ウ
8
・
二
十
七
オ
7
・
二
十
七
ウ

4
二
一
十
七
ウ
5
・
二
十
八
ウ
1
に
あ
り
全
く
訓
が
な
い
。
「
便
」
は
仝

十
例
の
中
初
出
の
二
例
に
「
チ
」
の
仮
名
が
あ
り
、
「
即
」
も
仝
三
例
の

中
の
一
例
に
は
「
チ
」
の
仮
名
が
あ
る
。

（
曇
　
「
濁
点
の
起
源
」
　
（
東
京
大
学
人
文
科
学
科
紀
要
第
三
十
二
転
、
昭
和

三
十
九
年
四
月
）
　
「
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
古
点
の
国
語
学
的
研
究
」
研

究
筈
、
二
四
一
頁
。

（
1
4
）
　
「
高
野
山
に
て
勧
た
る
古
点
本
一
二
」
　
（
「
古
訓
点
の
研
究
」
所
収
）

九
八
百
。

（
1
5
〓
別
掲
拙
著
六
六
頁
以
下
。

（
1
6
）
拙
稿
「
梅
沢
本
新
撰
朗
詠
集
の
訓
読
語
に
つ
い
て
」
　
（
訓
点
語
と
訓
点

資
料
二
十
六
位
、
昭
和
三
十
八
年
六
月
）

－
　
広
島
大
学
助
教
授
1
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